
エ 事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得  
し、又は効用の増加した価格が50万円以上の機械及び器具については、減価償却資産  

の耐用年数等に関する省令（昭和40年大蔵省令第15号）で定めている耐用年数を経  
過するまで、市町村長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲  
渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し又は廃棄してはならない。  

オ 市町村長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入  
の全部又は一部を市町村に納付させることがある。  

力 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善  
良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならな  
い。  

キ 事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの助成金に係る消費税及び地方消  
費税に係る仕入控除税扱が確定した場合は、速やかに市町村長に報告しなければならな  
い。  

なお、事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部 く又は一支社、一支所等）であ  

って、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部（又は本社、本所等）で消費税  
及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき  
報告を行うこと。  

また、市町村長に報告があった場合は、当該仕入控除税鞍の全部又は一部を市町村に  
納付させることがある。  

ク 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠  
書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日（事業の中止又は廃止の  

承認を受けた場合には、その承認を受けた日．）の属する年度の終了後5年間保管してお  
かなければならない。  

ケ 事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を  
受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。  

コ 事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契  
約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。  

サ 事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど市町村が行う  
契約手続の取扱いに準拠しなければならない。   

③ ②により付した条件に基づき、市町村長が承認又は指示する場合には、あらかじめ都道  
府県知事の承認又は指示を受けなければならない。   

④ 事業者から財産処分による収入又は助成金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除  
税鏡の全部又は一部の納付があった場合には、その納付額の全部又は一部を都道府県に納  
付させることがある。   

⑤ 事業者が②より付した条件に違反した場合には、この助成金の全部又は一部を都道府県  
に納付させることがある。   

⑥ ③により付した条件に基づき、都道府県知事が財産の処分を承認する場合には、あらか  
じめ文部科学大臣又は厚生労働大臣の承認又は指示を受けなければならない。   

（4）（2）の⑥及び（3）の④により付した条件に基づき市町村から財産の処釧こよる収入の   

全部又は一部の納付があった場合には、その納付額の全部又は一部を国庫に納付させること  
がある。   

（5）（2）の⑨及び（3）の⑤により付した条件に基づき市町村から納付させた場合には、そ   

の納付額の全部又は一部を国庫に納付させることがある。   

（6）特別対策事業の対象経費と重複して他の補助金等の交付を受けてはならない。   

第5 助成額の算定方法  
（1）特別対策事業の助成額は、次により算出する。   

第5 助成額の算定方法  
（1）特別対策事業の助成額は、次により算出する。  



なお、事業ごとに算出された交付額に1．000円未満の端数が生じた場合には、これを   なお、事業ごとに算出された交付額に1，000円未満の端数が生じた場合には、これを   
切り捨てるものとする。   切り捨てるものとする。   
① 事業又はエ事請負契約等を締結する単位ごとに、別添1から22に定める対象経費の実  ① 事業又はエ事請負契約等を締結する単位ごとに、別添1二旦に定める対象経費の実支出   

支出額の合計額と、総事業費から寄付金その他の収入額（学校法人及び社会福祉法人の場   額の合計額と、総事業費から寄付金その他の収入額（学校法人及び社会福祉法人の場合   
合は、寄付金収入額を除く。）を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。   は、寄付金収入額を除く。）を控除した額とを比較して少ない方の籠を選定する。   

②（別表）補助基準額表に定める事業ごとに、算出した基準額の合計塵を選定する。   ② （別表）補助基準額表に定める事業ごとに、算出した基準額の合計を選定する。   
③ 事業ごとに、①により選定された額と②により算出した額とを比較して少ない方の額に  ③ 事業ごとに、①により遺定された絶と②により算出した額とを比較していずれか少ない   

別添の2の塵欄に掲げる補助率を乗じて得た額の合計額の範囲内の板を助成額とする。  方の額lこ別添の2の塵欄に掲げる補助率を乗じて得た額の合計額の範囲内の額を助成額と  

する。  

第6その他  第6 その他   
（1） （略）  （1）都道府県は、市町村が行う特別対策事業に係る助成金の助成申請及び助成決定の事務に係  

る手続き等の助成要綱を定め、実施するものとする。  

（2）都道府県は、別添の2の①欄の区分ごとの交付額について、特別対策事業を実施するにあ        （2）都道府県は、平成21年3月5日20文科初第1278号・厚生労働省発雇児第0305005号   
たり、この各区分を超えて配分の変更をする場合は、厚生労働大臣の承認を受けなければな  文部科学事務次官・厚生労働事務次官連名通知の別紙「平成20年度子育て支援対策臨時特   
らない（別添の2のの欄の「2 保育サービス等の充実（文部科学省関係）」と他の区分と  例交付金（安心こども基金）交付要綱」（以下「交付要綱」という。）に基づき決定された   
の配分の変更は不可）。  交付要綱の4の（1）、（2）、（5）の区分ごとの交付額については、特別対策事業を実  

施するにあたり、この各区分を超えて配分の変更をしてはならない（（3）と（4）の間で  
の相互の区分ごとの交付額の変更は可能）。  

（3） （略）  

（3）都道府県は管内市町村、関係団体、社会福祉法人等に当該基金事業及び特別対策事業の趣  
旨について十分な説明を行うとともに、市町村との連携を十分に行い、事務処理に遺漏のな  
いよう取り扱われたい。   

；「  

■  

▲ 一－  遠′l一－  1一か］Ⅳr ；－、山、  一瞥て－■ 」 －   



別 添  

子育て支援対策臨時特例交付金（安心こども基金）による特別対策事業  

（定義）  

1 本運営要領において、「施設整備」とは、次の表の種類ごとに掲げる整備内容をいう。  

種 類  整 備 区 分   整  備  内  容   

新 設  創  設  新たに施設を整備すること。   

修 理  大規模修繕等  既存施設について平成20年6月12日雇児発第0612002号厚生労働  

省雇用均等・児童家庭局長通知「次世代育成支援対策施設整備交付金  

における大規模修繕等の取扱いについて」を準用し整備をすること。   

改 造  増  築  既存施設の現在定員の増員を図るための整備をすること。  

増 改 築  

施設の改築整備（一部改築を含む。）をすること。  

改  築   

をすること。   

整 備  老朽民間児童  社会福祉法人が設置する施設について平成20年6月12日産児発第  

福祉施設整備  0612001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「老朽民間児童福  

祉施設等の整備について」を準用し改築整備（一部改築を含む。）を  

すること。   

2 本運営要領において、「特別対策事業」とは、次の表に掲げる事業をいい、④欄の実   

施主体が②欄の事業内容を実施する場合、⑤欄に掲げる補助率を適用することとする。  

（診事業内容  ③交付額の根拠  ④実施主体   
⑤補助率  

①区分  
国  こ ＝■－：  市町村   

⑥事業実施期  限  ⑦精算時期  

（り保育所等整備事業  平成22年座乗   

○保育所緊急整備事業（別添1）  市町村  

保育所（公立を除く）の施設整備兼の補助を実施する。また、待機児童が多く、  
財政力が乏しい市町村における保育所の新設等について、追加的財政措置を行   ○別添1の3（1）に該当する市町村  

保  
育  
サ  

2／3l－il／－2  

l  ○別添1の3（2）l適当する市町村  

ビ  
ス  20年産交付要  1／2－り4  
等 の  

綱4（1）  

市町村  

充 実  イ  
平成22年度末  

文   
部  
科  子育て支援のための拠点施設の施設整備費の補助を実施する。  
学  

省 開  

市町村  四    四  
指定都市   り3    四  
中核市  

係  小学校内等において教材等の保管場所として使用されている空き教室等を、放  
を 除  上記以外   り3  1／3  四  

費の補助を実施する。  の市町村  

（2）広域的保育所利用事葵（別添5）  21年度交付要  

綱4（1）り及び   

自園の保育士による保育所入所児童の送迎サービスを実施する。  エ   

－127－   



①区分   （診事業内容  ③交付額の根拠  ④実施主体   
（9補助率  

国  卸道府県  市町村   
（訂事業実施期  限  ⑦精算時期  

（3）家庭的保育改♯等専業（別添6）  平成22年度末   

0家庭的保育改♯等事業  20年度交付要  

綱4（3）  

家庭的保育暮礫の実施場所に係る改修費及び賃借料の補助を実施すも    21年度交付要  

○家庭的保育者研摩事業  綱4（1）オ及び  
力   

家庭的保育者の研修を実施するための牛用の補助を実施する。  市町村  り2  

（4）保育の井の向上のための研♯事業等（別添7）  平成22年度未  

○保育の賞の向上のための研♯事業等  都道府県  
20年度交付要  

保育の賞の向上のため、保育所等の保育士（現在、保育所等に勤務していない  平成22年度末  
保育士を含む。）等を対象に実施する研修費用及びアクションプログラム実践のた  市町村   
めの事業の補助を実施する。  

○保育士再枕暮支援コーディネーター配t事業   21年度交付要  都道府県  1／2  1／2  

保育士の再就職支援を行う保育士再就職支援コーディネーターを配正する。  綱4（1）キ  

（5）里定こども園養備尊書業  平成22年度末  

○認定こども園整備事業（厚生労餉省関係）（別添8）  

認定こども園の施設整備井の補助を実施する。  
※：社会福祉法人等が対象   20年度交付要  

○認定こども園事業費（厚生労■省関係）（別添9）  

市町村  四    りヰ  
綱4（1）  

認定こども園の事業費の補助を実施する。  
※：杜会福祉法人等が対象  

○認定こども園亀傭事♯（文部科学省関係）（別添8）  市町村  1／2    1／4  
2  

認定こども園の施設整備償の補助を実施する。  
保  20年度交付要  

育 サ   綱4（2）  

認定こども園の事業♯の補助を実施する。  
ビ ス  ※学校法人等が対象  

等  平成22年度末  
の  

充 実  
平成22年度末  

2†年度交付要  都道府県  1／2 l／3  

幼児教育の午の向上のため 施設l‾おける遊具・運動用具・教具・衛生用品等  綱4（2）アから  文 部  

科  
学   都道府県  

開  認定こども園の緊急整備等に対応し、認定こども園における教育の質の向上に  
保  

携に係る研修の実施に必要な費用を支援する。   市町村   1／2  

地域手書て創生事業（別添12）  平成22年度末   

・地域子育て支援を行列PO等の活動の立ち上げ支援   都道府県   定額  
市町村  

・地域における子育て力を育み、コミュニティーの活性イヒ等を図るためのきめ細や  都道府県  
かな子育て支援活動を促進するための支援  市町村  

3  ・経済的困難を抱える家庭や施設等で生活する子どもの健全な育成環境を確保  都道府県  
するための支援  市町村  

す  
べ  ・育児に悩みのある親の話の傾聴や育児・家事を協働して行うスタッフの派遣によ  
て  都道府県  
の  市町村  

手  
ど  ・放課後児童クラブと放課後子ども教室の連携を促進するための支援（放課後子  都道府県   
も  市町村  平成22年度兼  

21年度交付要  

網4（3）  都道府県  

の  ・ファミリー・サボー＋・センター事業の広域実施や病児・病後児預かり等の実施を  

支  都道府県  

援  
・安心・安全な出産に向けた妊婦等支壊教室や家庭訪問等による支援（妊娠出  都道府県  
産前支援事業）  市町村  

・地域子育て支援拠点の従事者や放課後児i健全育成事菓の指導員資質の向  都道府県  
上を図るための支援、人材育成支援  市町村  

・賃借物件により新たに地域子育て支援拠点事業や放課後児童健全育成事業  
等を実施するための壬借料等の支援、病児′病後児保育事業に係る感染症対策  都道府県  
等に必要な備品井等の支援  市町村   
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⑤補助率  
①区分   ②霊薬内容  ③交付額の根拠  ④実施主体  

国  都道府県市町村   
⑥事業実施期  限  ⑦精算時期  

（1）高等技能訓練促進費等事業（別添13）  21年度交付要  都道府県  3／4   

I寸   

別添13の2（3）   

高等技能訓練促進費及び入学支援修了一時金を支給する。  
綱4（4）ア及び   市、福祉事  に定める期限  
イ  

※母子家庭等対策総合支援事業により補助が行われる分を除く。  ’ごi174  

（2）暮業訓♯を受けるひとり親家庭に対する託児サービス提供■業（別添14）  

母子家庭等就業・自立支援センター等において、職業訓練を受けているひとリ  
親家庭に対する託児サービスを提供する。  

＝ 二▼一 三  り2  1／2    平成23年席末       指定都市  1／2    り2       中核市  

（3）■集結介等を行う企業等を活用したひとり親家庭に対する就業支援事業  
（別添15）  

4  
職業紹介等を行っている企業等に委託して、ひとり浄二対する相談支援、就職  

ひ  

都道府県  り2  l／2   

1／2   
と  21年度交付要  

綱4（4）エ及び  
り   オ  

l  

平成23年度末  

親  平成23年廣末  
（別添13に規  

蒙 庭   都道府県  1／2  ー2 定する高等技  

等  能訓練促進井  
引きこもりがちであるなど、就業活動に至らない母子家庭の母に対して、戸別訪  市 福祉事   等事業を除く。）   

間による相談支緩を実施するとともに、母子自立支援プログラム策定等事業など  2              り2  

の 支  村  

援  都道府  
の  県、市、福  定額  
拡  戸別訪問による支援を行った母子家庭の母が、母子自立支援プログラム策定  祉事務所   
充   後の就業活動をする際に、その支度に必要な物品の取得について支援する。  設置町村  

（5）ひとり親妻庭等の在宅就業支援事業（別添17）  
都道府県   定額  平成23年度末  

21年度交付要   市  

ひとり親家庭等の在宅就業を積極的に支援する地方自治体に対し助成を行う。  
綱4（4）ウ  

（6）婦人保護施設等の退所者（DV被書者専）等に対する就業支撞事業（別添18）   21年度交付要   都道府県  l／2  り2  平成23年鹿末  

綱4（4）エ及び  
職業紹介等を行っている企業等に委託して、施設退所者等に対するソーシヤ  

ル・スキル・トレーニンケ、相談支援、就職活動支援及び施設退所者等が働きや  
すい職場の開拓等を行い、退所後の自立支援を推進する。  

（1）児童♯護施設の退所者等の就業支援事♯（別添19）  都道府県  り2  1／2   

・職業紹介等を行っている企業等に委託して、施設退所者等に対するソーシヤ  指定都市、   

ル・スキル斗レーニンケ、相談支援、就職活動支援及び施設退所者等が働きや  1／2   
すい職場の開拓等を行い、退所後の自立支援を推進する。  設遭市  

（2）児童義蓑施設等の生活向上のための環境改善事業（別添20）  都道府県  1／2  

5  ・老朽化遊具の更新、食品の安全など安全対策や生活環境の改善のための改  指定都市、   

】      の      る。  中核市、児  
り2  

社                     ・ファミリーホーム 自立援助ホーム、地域小規模児童養護施儲等の新桟設tに  1市  

的  21年度交付要 綱4（5）  平成23年度末  
暮  
護  

1／2  
裁断投t町 ◆嘉  

の  
拡  ○別添20  

充   市町村  り2   

（3）児童暮ま施設等の暮1の土井向上のための研♯事業（別添21）  都道府県  1／2  1／2  

児i養護施設等施設職鼻や児童相談に携わる職員等が資質向上のために研  指定都市、  

修に参加する経千及び研修期間中の代替職員の軽兼等の補助を実施する。  
1／2  

設t市  

2（2）②に   当する市  
町村  

市町村   り2   

6  
都道府県  り2  1／2    平成22年度末   

そ：   20年度交付要  
綱4（5）   

平成22年度末   

基金事業の執行業務lこ必要な兼用の一瓢こ充てるため、都道府県に対して事  

団   
務責を交付する。   

（注1）③欄の「20年度交付要軋とは平成21年3月5日20文科初第1278号牒生労働省発雇児第0305005号文部科学■務次官・厚生労働事務次官連名通知の別紙「平成20年  
度子育て支援対策臨時特例交付金（安心こども基金）交付要綱」のことを言う。  

号文部科学事務次官・厚生労働事務次官連名通知の別紙「平成   （注2）③欄の「21年度交付要綱」とは平成21年○月○日21文科初第0000号・厚生労働省発産児第  
21年康子育て支援対策臨時特例交付金（安心こども基金）交付要綱」のことを言う。  

（補助基準額）  

3 補助基準額については、別表に定めるとおりとする。  
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別添1  

保育所緊急整備事業  

1 事業の目的   

待機児童解消のための保育所の創設や老朽改築による保育環境整備などの保育所の施  

設整備に要する費用の一部を補助することにより、子どもを安心して育てることが出来   

るような体制整備を行うことを目的とする。  

2 事業の内容  

（1）事業内容  

保育所（認定こども園を構成する保育所を含む。）の新設、修理、改造、整備を実   

施する。この際に、設置者負担の軽減や、保育所の設置促進を図るため、待機児童が   

多く財政力が乏しい市町村や都市部について、追加的財政措置を講じる。  

また、小学校内等において教材等の保管場所として使用されている空き教室等を、   

保育所（分園）として使用するために必要な建物改修、倉庫設備の設置を実施する。  

（2）整備対象施設  

児童福祉法（昭和22年法律第164号）第35条第4項に規定する保育所  

（3）事業の実施主体  

市町村  

（4）整備対象施設の設置主体（事業者）  

社会福祉法人、学校法人（幼保連携型認定こども園を構成する幼稚園及び保育所の   

設置者が同一の学校法人である場合において当該保育所の施設整備を行う場合に限   

る。）、日本赤十字社又は公益社団法人、公益財団法人、特例社団法人若しくは特例財   

団法人  

3 補助基準額・補助率等  

（1）地方交付税交付団体、かつ、平成21年2月1日現在の待機児童数が原則10人以   

上、かつ、平成22年度末までに以下の表の保育所定員が純増する整備を実施する市   

町村が創設、増築、増改築による整備を行う場合（公立保育所の民営化等による定員   

の増減を含む。）。  

（注）「地方交付税交付団体」とは、平成20年度から平成22年度までの間に「地方交付税  

交付団体」となった年度以降の市町村をいう。  

就学前の児童人口   必要な純増定員   

5，999人以下の市町村   60人以上   

6，000人以上11，999人以下の市町村   180人以上   

12，000人以上17，999人以下の市町村   300人以上   

18．000人以上25，999人以下の市町村   420人以上   

26，000人以上  の市町村   660人以上   
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① 補助基準額   

ア 定員規模による定籠（「標準」単価）  

ただし、都市部（「都市部」とは、平成20年4月1日現在の人口密度が、   
1，000人／kn了以上の市町村をいう。以下同じ。）については、割増単価  

（「都市部」単価）を適用   

イ 創設時に放課後児童クラブを併設する場合、定額を加箕   
り 設計料加算として、総事業費の5％を別途加箕   
工 保育所開設準備草加算  

定員増を伴う整備（創設を含む）を行う場合に、整備事業開始年度の保育所運   
営責負担金（「児童福祉法による保育所運営貴国庫負担金について」（昭和51年  

4月16日厚生省発児第59号の2）。以下同じ。）における3歳児の保育単価月  
籠の1／2の金植を定員数の増分加算   

オ 特殊附帯工事を行う場合は、特殊附帯工事費の基準額を適用   
力 増改築の場合には、解体撤去工事費及び仮設施設整備工事責が対象   
キ 対象保育所が豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2   

項の規定に基づき指定された特別豪雪地帯に所在する場合は、（別表）補助基準  
額表中A地域基準額を適用し、その定める方法により算出された基準額に対して、  
0．08を乗じて得られた基準額を加算  

② 補助率  

国2／3、市町村1／12、事業者1／4   

（注）財政上の特別措置  

次の表の①に掲げる場合は、上記に関わらず②の補助率を適用する。  

②補助率  

（D  区  分  
国   珊村   事業者   

沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第4条第1項に   3／4   1／8   1／8   
規定する沖縄振興計画に基づく事業として行う場合  

③ 補助対象事業（整備区分）  

創設、増築、増改築  
（注：増改築のうち、改築部分については老朽民間児童福祉施設整備の対象とする。）   

（2）（1）以外の場合   

① 補助基準額  

ア 定員規模による定額（「標準」単価）  

ただし、都市部については割増単価（「都市部」単価）を適用  

イ 創設時に放課後児童クラブを併設する場合、定額を加算  

り 設計料加算として、総事業真の5％を別途加算  

工 保育所開設準備糞加算  

定員増を伴う整備（創設を含む）を行う場合に、整備事業開始年度の保育所運  
営責負担金における3歳児の保育単価月額の1／2の金額を定員数の増分カロ算  
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オ 特殊附帯工事を行う場合は、特殊附帯工事真の基準額を適用  

力 改築、増改築の場合には、解体撤去工事費及び仮設施設整備工事費が対象  

キ 対象保育所が豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2   

項の規定に基づき指定された特別豪雪地帯に所在する場合は、（別表）補助基準   

嶺表中A地域基準額を適用し、その定める方法により算出された基準額に対して、   

0．08を乗じて得られた基準額を加算  

② 補助率  

国1／2、市町村1／4、事業者1／4  

※ ただし、改築、大規模修繕等、老朽民間児童福祉施設整備（（1）の③に係  

る増改築の場合を除く。）の整備区分については、（1）に該当する市町村につ  

いても（2）の対象とし、補助率を1／2とする。  

（注）財政上の特別措置  

次の表の（む欄に掲げる場合は、上記に関わらず②欄の補助率を適用する。  
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②補助率  

（D  区  分  
国   珊村   事業者   

沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第4条第1項に   3／4   1／8   1／8   
規定する沖縄振興計画に基づく事業として行う場合   

公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法  5．5／10   1／4   
律（昭和46年法律第70号）第2条第3項に規定する公害防止   
対策事業として行う場合   

過疎地域自立促進特別措置法（平成12年法律第15号）第6条   
第1項に規定する過疎地域自立促進市町村計画に基づく事業とし   
て行う場合   

山村振興法（昭和40年法律第64号）第8条第1項の規定に基   
づく山村振興計画に基づく事業として行う場合（地方交付税法（昭   

和25年法律第211号）第14条の規定により算定した市町村   
の基準財政収入額を同法第11条の規定により算定した当該市町   

村の基準財政需要額で除して得た数値で補助年度前3か年度内の   

各年度に係るものを合算したものの3分の1の数値が0．4未満   
である市町村の区域内にあるものに限る。（創設を除く。））   

③ 補助対象事業（整備区分）  

創設、増築、増改築、改築、大規模修繕等、老朽民間児童福祉施設整備  
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（3）小学校内等において教材等の保管場所として使用されている空き教室等を、保育所  

（分園）として使用するために必要な建物改修、倉庫設備の設置を実施する場合   

① 補助基準額  

ア スペース確保責  1施設当たリ   3，000千円  

保育所（分園）設置のため、空き教室等のスペースを確保するために倉庫を設  

置した場合に定額（「標準」単価）を適用  

ただし、都市部は割増単価（「都市部」単価）を適用  

イ 改修責  1施設当たり 13，000千円  

保育所（分園）設置のため、空き教室等を改修した場合に定穂（「標準」単価）  

を適用  

ただし、都市部は割増単価（「都市部」単価）を適用  

り 上記のイには、設計料加算として、総事業責の5％を別途加算  

工 保育所開設準備責加算  

定員増を伴う整備（創設を含む）を行う場合に、整備事業開始年度の保育所運  

営費負担金における3歳児の保育単価月額の1／2の金額を定員数の増分加算  

② 補助率  

国1／2、市町村1／4、事業者1／4  

4 対象経費  

種 目   対 象 経 費   

本体工事費   施設の整備に必要なエ事費又はエ事請負費及びエ事事務費（エ事施エのため直  

接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費  

及び設計監督料等をいい、その額は、エ事費又はエ事請負費の2．6％に相当す  
る額を限度額とする。）。  

ただし、別の補助金等又はこの種日とは別の種目において別途交付対象とする  

費用を除き（以下同じ。）、エ事費又はエ手話負費には、これと同等と認められ  

る委託費、分担金及び適当と認められる購入責等を含む（以下同じ。）。   

保育所開設準  

備費加算   

特殊附帯工事  

責   

解体撤去工事  解体撤去に必要なエ事責又はエ事請負費及び仮設施設整備に必要な賃借料、エ   
費及び仮設施  

設整備工事責  

（改築一増改築  

の場合が対象）   
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5 留意事項  

（1）次に掲げる費用については、対象としないものとする。   

（D 土地の買収又は整地に関する糞用   

② 職員の宿舎に要する貴用   

③ その他施設整備費として適当と認められない貴用  

（2）この事業により施設整備を行う際に、過去に厚生労働省所管一般会計補助金等の交   

付を受け取得した財産について、取り壊し等の財産処分を行う場合には、平成20年   

4月17日雇児発第0417001号「厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産   

処分について」による財産処分の承認手続き等が必要であるので、厚生労働省又は各   

地方厚生局若しくは地方厚生支局と事前に相談すること。  

（3）保育所開設準備費加算について  

平成20年度補正予算（第1号）における保育所施設整備糞補助金又は認定こども   

園施設整備責補助金により整備した保育所については、保育所開設準備責加算の交付   

ができるものとする。   

① 交付額  

整備事業開始年度の保育所運営費負担金における3歳児の保育単価月額の金額を  

定員数の増分加算   

② 補助率  

国1／2、市町村1／4、事業者1／4   



別添2  

賃貸物件による保育所整備事業   

1 事業の目的  

保育所を整備するにあたり、都市部を中心に保育所の整備が困難な状況にかんがみ、   

賃貸物件による保育所の設置に要する費用の一部を補助することにより、子どもを安心   

して育てることが出来るような体制整備を行うことを目的とする。  

また、急増する待機児童に対応するため、国の基準を満たす保育施設の開設に当たっ   

ては、この基金により特別な支援を行い、良質な保育体制の充実を図る。   

2 事業の内容  

（1）事業内容  

賃貸物件により、新たに保育所等を設置する場合に、賃借料（開設前の改修等期間  

を含む。）及び借上時における改修糞等の補助を行う。ただし、借り上げが、平成2   

1年1月27日以降の新規契約のものに限る。   

（2）借上対象施設  

児童福祉法（昭和22年法律第164号）第35条第4項に規定する保育所（以下  

「認可保育所」という。）、又は、児童福祉法に基づく児童福祉施設最低基準（昭和2  

3年厚生省令第63号）における保育所の認可基準を満たす施設（以下「認可基準を  

満たす認可外保育施設」という。）及び認可基準を満たす認可外保育施設の小規模な  

分園型保育施設。   

（3）事業の実施主体  

市町村   

（4）借上対象施設の設置主体（事業者）  

市町村以外の看であって、継続的に保育を実施できる者   

3．補助基準額・補助率  

（1）補助基準額  

① 賃借料補助  

契約家賃 認可保育所（本圃・分国※）1施設当たり 4，000万円  

② 改修費等補助  

認可保育所  

本国の場合 1施設当たり 2，500万円  

分園※の場合 1施設当たり 1，500万円  

※20人未満分園を含む。  

③ 保育所開設準備費  

認可基準を満たす認可外保育施設 1施設当たり 3，000万円  

認可基準を満たす認可外保育施設の小規模な分■園型保育施設  

1施設当たり 1，500万円  

（2）補助率  

国1／2、市町村1／4、事業者1／4  
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4 対象経責  
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種 目   対 象 経 費   

3（1）（か   既存建物を借り上げて保育所の本圃・分園を設置し、保育を実施する場合に貸   
賃借料補助   し主に対して支払う礼金及び建物賃借料（敷金は除く。）にかかる費用   

3（1）②   既存建物を借り上げて保育所の本圃・分園を設置し、保育を実施する場合に必   
改修費等補助  要な設備整備及び改修整備等にかかる費用   

3（1）③   既存建物を借り上げて保育を実施する場合に必要な貸し主に対して支払う礼金   
保育所開．設準  
備費   
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別添3  

子育て支援のための拠点施設整備事業  

1 事業の目的   

子育て相談、子育てサークル活動等を通じて、地域における子育て支援の中心となる   

子育て支援のための拠点施設の整備に要する責用の一部を補助することにより、地域に   

おける子育てしやすい環境の整備の促進を図ることを目的とする。  

2 事業の内容  

（1）事業内容  

子育て相談や子育てサークル活動等の地域の実情に応じた子育て支援事業を実施す   

るための拠点となる子育て支援のための拠点施設の施設整備を行う事業。  

（2）整備対象施設  

平成11年1月7日児発第14号厚生省児童家庭局長通知「子育て支援のための拠   

点施設の設置について」に基づく子育て支援のための拠点施設  

（3）事業の実施主体  

市町村  

（4）整備対象施設施設の設置主体  

市町村  

※ 子育て支援のための拠点施設の運営については、社会福祉法人等の適切な主体  

に委託可能。  

3 補助基準額・補助率等  

（1）補助基準額   

①1施設当たり定額   

② 特殊附帯工事を行う場合は、特殊附帯工事費の基準額を適用   

③ 改築、増改築の場合には、解体撤去工事責及び仮設施設整備工事費が対象   

④ 対象施設が豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の  

規定に基づき指定された特別豪雪地帯に所在する場合は、（別表）補助基準額表中  

A地域基準額を適用し、その定める方法により算出された基準額に対して、  

0．08を乗じて得られた基準額を加算  

（2）補助率  

国1／2、市町村1／2  

（3）補助対象事業（整備区分）  

創設、改築、大規模修繕等  
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4 対象経費  

種 目   対 象 経 糞   

本体工事費   施設の整備に必要な工事費又はエ事請負責及びエ事事務費（エ事施エのた  
め直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品責、通信運搬費、．印  

刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、エ事責又はエ事請負費の2．  

6％に相当する額を限度額とする。）。  

ただし、別の補助金等又はこの種目とは別の種目において別途交付対象と  
する費用を除き（以下同じ。）、エ事費又はエ事請負真には、これと同等と認  

められる委託糞、分担金及び適当と認められる購入糞等を含む（以下同じ。）。   

特殊附帯工事費   特殊附帯工事費に必要なエ事費又はエ事請負責   

解体撤去工事費   解体撤去に必要なエ事費又はエ事請負費及び仮設施設整備に必要な賃借料、   
及び仮設施設整  

備工事章（改築  

の場合が対象）   

5 留意事項  

（1）次に掲げる費用については、対象としないものとする。   

① 土地の買収又は整地に関する車用   

② 職員の宿舎に要する費用   

③ その他施設整備責として適当と認められない糞用  

（2）この事業により施設整備を行う際に、過去に厚生労働省所管一般会計補助金等の交   

付を受け取得した財産について、取り壊し等の財産処分を行う場合には、平成20年   

4月17日雇児発第0417001号「厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産   

処分について」による財産処分の承認手続き等が必要であるので、厚生労働省又は各   

地方厚生局若しくは地方厚生支局と事前に相談すること。  
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別添4  

放課後児童クラブ設置促進事業   

1 事業の目的  

子どもにとって最も安全で安心な場所である小学校内を活用するなどの方法により、   

放課後児童クラブを設置するために要する責用の一部を補助することにより、放課後児   

童クラブの設置促進等を図ることを目的とする。   

2 事業の内容  

（1）事業内容  

小学校内等において教材等の保管場所として使用されている空き教室等を、放課後  

児童クラブ（放課後児童健全育成事業実施施設（平成19年3月30日文科生第58  

7号・雇児発第0330039号文部科学省生涯学習政策局長・厚生労働省雇用均等   

・児童家庭局長連名通知の別添2「放課後児童健全育成事業等実施要綱」に基づく放  

課後児童健全育成事業を実施するための施設））として使用するために必要な建物改  

修、倉庫設備の設置を実施する。   

（2）事業の実施主体  

市町村   

（3）事業者  

市町村、社会福祉法人、その他の者  

3 補助基準額・補助率  

（1）補助基準嶺  

1施設当たり 10，000千円  

ただし、都市部（「都市部」とは、平成20年4月1日現在の人口密度が、   

1，000人／kポ以上の市町村をいう。以下同じ。）については、割増単価（「都市  

部」単価）を適用  

（2）補助率  

国1／3、都道府県1／3、市町村1／3  

（注）指定都市、中核市の場合 国1／3、指定都市一中核市2／3  

4 対象経費   

小学校内等において教材等の保管場所として使用されている空き教室等を、放課後児   

童クラブを実施するために必要な建物改修、倉庫設備の設置のために必要な責用  
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別添5  

広域的保育所利用事業   

1 事業の目的  

近隣に入所可能な保育所が見つからない児童に対し、自宅から遠距離にある保育所で   

も通所を可能にするため、保護者にとって利便性の良い場所にある学校や児童館などに   

市町村が設置するこども送迎センター（以下「送迎センター」という。）を中心とし、   

各保育所の保育士が付き添いのもと、送迎バス等により児童の送迎を実施に要する責用   

の一部を補助することにより、子どもを安心して育てることが出来るような体制整備を   

行うことを目的とする。   

2 事業の内容  

（1）事業内容  

広域的保育所利用事業の実施に必要なバス等の購入費または運行貴、当該バス等の  

運転手雇上責、送迎センターの実施場所の賃借料及び児童の送迎時に付き添う保育士  

の雇上糞等の補助を行う。   

（2）事業の実施主体  

市町村   

（3）対象児童  

本事業の対象となる児童は、児童福祉法（昭和22年法律第164号）第24条の  

規定に基づく保育の実施の対象となる就学前児童であって、居住地と入所可能な保育  

所が離れているために送迎が必要な児童とする。   

（4）実施要件   

（む 対象児童は、本事業の利用に際し事前に市町村に登録し、当該児童の利用保育所  

を決めること。また、送迎センター1施設あたりの登録児童数は概ね20人以上と  

し、複数の保育所が共同で利用すること。  

② 保育所毎に該当する児童が当該事業を利用する時間は、送迎付き添い保育士を配  

置し、利用保育所の保育士が保護者から児童を預かることとし、必要な場合は送迎  

センターに保育士を配置することも可とする。   

③ 送迎センターの開所時間は、午前2時間、午後3時間を原則とし、その地域にお  

ける対象児童の保護者の労働時間、送迎先保育所の開所時聞及び送迎に要する時間  

等を考慮して、市町村の長が定めること。   

④ 送迎センターの実施場所は、保護者が利用しやすい場所を考慮し、継続的な使用  

が確保される公共施設の空き部屋等を利用することも差し支えない。  

ただし、公共施設の空き部屋等を利用して本事業を実施する場合においても、児  

童福祉施設最低基準（昭和23年厚生省令第63号（以下「最低基準」という。）  

第32条第8号の基準を満たすこと。   

⑤ 送迎方法・経路の設定に当たっては、児童の安全・保育活動に与える影響を十分  

に考慮すること。  

⑥ 子どもの生活状況、健康状態、事故の発生などについて、送迎センター、保護者、  

保育所間で密接な連絡が取れる体制を整えること。  
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⑦ 自家用車で送迎を行う場合であって、保護者から運行に必要な経費の一部又は全  

部を徴収するときは、道路運送法（昭和26年法律第183号）第80条第1項の  
有償運送の許可が必要であること。   

3 補助基準績・補助率  

（1）補助基準額   

① バス等購入貴 送迎センター1か所につき1，500万円  
または、借上げ費 年間750万円  

② 保育士雇上費1保育所・1送迎センターにつき 年間500万円  

③ 運転手雇上費 年間500万円  

④ 事業費（送迎センター実施場所の賃借料等） 年間1，000万円   

（2）補助率  

国1／2、市町村1／2   

4 対象経責   

広域的保育所利用事業を実施する場合に必要なバス等の購入または借上げ費、当該事   

業の付き添い保育士の賃金、運転手の賃金、送迎センター実施場所の賃借料、バス運行   

費、需用責（消耗品費）等  
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